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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡リプロセッサの処理槽の底面に設けられた流体導出口に接続される接続部と、
　前記流体導出口から吐出された流体の流動方向を、重力方向に逆らう方向から重力方向
と交差する方向に転換する方向転換部と、
　前記方向転換部により方向転換された流体を、重力方向と交差する方向に吐出する吐出
部と、
　前記吐出部と内視鏡の先端部に設けられた凹部とが対向するように前記先端部を位置決
めする位置決め部と、
を含むことを特徴とする内視鏡再生処理具。
【請求項２】
　前記吐出部は、前記凹部が対向するよう配置された前記先端部の挿入方向に沿って配列
された複数の孔を含むことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡再生処理具。
【請求項３】
　前記吐出部は、前記複数の孔が前記挿入方向に沿って配列された列を有して成り、
　前記列は少なくとも一列であることを特徴とする請求項２に記載の内視鏡再生処理具。
【請求項４】
　前記吐出部は、前記列を重力方向に複数有し、
　前記複数の列は、重力源から遠い列であるほど吐出方向と重力方向との交差角度が小さ
くなるように配置された前記複数の孔を備える



(2) JP 6219006 B1 2017.10.25

10

20

30

40

50

ことを特徴とする請求項３に記載の内視鏡再生処理具。
【請求項５】
　前記接続部は、
　洗浄ケースを着脱する洗浄ケース取り付け口に着脱される第１着脱部を含むことを特徴
とする請求項１に記載の内視鏡再生処理具。
【請求項６】
　前記接続部は、
　小物洗浄ノズルを着脱する小物洗浄ノズル取り付け口に着脱される第１着脱部を含むこ
とを特徴とする請求項１に記載の内視鏡再生処理具。
【請求項７】
　前記接続部は、
　天面洗浄ノズルを着脱する天面洗浄ノズル取り付け口、または天面洗浄ノズルに着脱さ
れる第１着脱部を含むことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡再生処理具。
【請求項８】
　前記接続部は、
　自己消毒用コネクタを着脱する自己消毒用コネクタ取り付け口、または自己消毒用コネ
クタに着脱される第２着脱部を含むことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡再生処理具
。
【請求項９】
　内視鏡リプロセッサの処理槽の底面に設けられ、重力方向と交差する方向に流体を吐出
するノズルに接続される接続部と、
　前記ノズルと内視鏡先端部に設けられた凹部とが対向するように前記内視鏡先端部を位
置決めする位置決め部と、
を含むことを特徴とする内視鏡再生処理具。
【請求項１０】
　前記ノズルに連通し、前記凹部が対向するよう配置された前記先端部の挿入方向に沿っ
て配列された複数の孔を有する吐出部を含むことを特徴とする請求項９に記載の内視鏡再
生処理具。
【請求項１１】
　前記吐出部は、前記複数の孔が前記挿入方向に沿って配列された列を有して成り、
　前記列は少なくとも一列であることを特徴とする請求項１０に記載の内視鏡再生処理具
。
【請求項１２】
　前記吐出部は、前記列を重力方向に複数有し、
　前記複数の列は、重力源から遠い列であるほど吐出方向と重力方向との交差角度が小さ
くなるように配置された前記複数の孔を備える
ことを特徴とする請求項１１に記載の内視鏡再生処理具。
【請求項１３】
　前記吐出部に対向する反射面を有し、前記位置決め部により位置決めされた前記先端部
が前記吐出部と前記反射面との間に位置するように配置された反射部を含むことを特徴と
する請求項１に記載の内視鏡再生処理具。
【請求項１４】
　前記方向転換部は、前記内視鏡の１つ又は複数の付属品を収容可能な内部空間を有する
ことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡再生処理具。
【請求項１５】
　前記吐出部は、前記流体を吐出する方向の重力方向に対する角度を変更可能であり、前
記凹部内に挿入されるノズルを含むことを特徴とする請求項１に記載の内視鏡再生処理具
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、内視鏡の再生処理に使用する内視鏡再生処理具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療分野において使用される内視鏡には、挿入部の先端部に開口する処置具挿通口から
鉗子や穿刺針等の処置具を突出させることが可能なものがある。例えば日本国特開２００
６－２４６９３３号公報には、処置具挿通口から突出する処置具の突出方向を案内し、処
置具を揺動させる鉗子起上台を備えた内視鏡が開示されている。処置具起上台は、内視鏡
を被検体内で移動させる際の妨げとならないように、先端部に設けられた凹部内に格納す
ることができる。
【０００３】
　また、医療分野において使用される内視鏡は、使用後に洗浄処理及び消毒処理等の再生
処理が施される。内視鏡の再生処理は、内視鏡リプロセッサによって自動で行うことが可
能である。
【０００４】
　日本国特開２００６－２４６９３３号公報に開示されているような、挿入部の先端部に
凹部を有する内視鏡に対して再生処理を施す場合、汚れの付着しやすい凹部内に対して再
生処理を重点的に行うことが好ましい。また、内視鏡リプロセッサを用いて挿入部の先端
部に凹部を有する内視鏡に対して再生処理を施す場合には、凹部内のブラッシング等の再
生処理の前に行う人による手作業の軽減または省略が求められている。
【０００５】
　本発明は、上述した問題点を解決するものであって、内視鏡リプロセッサによる再生処
理の実行時において、内視鏡の挿入部の先端部に設けられた凹部内に対して重点的に再生
処理を施すことができる内視鏡再生処理具を提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様による内視鏡再生処理具は、内視鏡リプロセッサの処理槽の底面に設け
られた流体導出口に接続される接続部と、前記流体導出口から吐出された流体の流動方向
を、重力方向に逆らう方向から重力方向と交差する方向に転換する方向転換部と、前記方
向転換部により方向転換された流体を、重力方向と交差する方向に吐出する吐出部と、前
記吐出部と内視鏡の先端部に設けられた凹部とが対向するように前記先端部を位置決めす
る位置決め部と、を含む。
【０００７】
　また、本発明の別の態様による内視鏡再生処理具は、内視鏡リプロセッサの処理槽の底
面に設けられ、重力方向と交差する方向に流体を吐出するノズルに接続される接続部と、
前記ノズルと内視鏡先端部に設けられた凹部とが対向するように前記内視鏡先端部を位置
決めする位置決め部と、を含む。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】第１の実施形態の内視鏡再生処理具を上方から見た斜視図である。
【図２】第１の実施形態の内視鏡再生処理具を吐出部に対向する方向から見た図である。
【図３】図２のIII-III断面図である。
【図４】内視鏡リプロセッサの処理槽を上方から見た図である。
【図５】内視鏡リプロセッサの処理槽内に内視鏡再生処理具を配置した状態を示す図であ
る。
【図６】図３の断面において、内視鏡再生処理具の接続部を流体導出口に接続し、位置決
め部により内視鏡の挿入部の先端部を位置決めした状態を示す図である。
【図７】図１の斜視図において、内視鏡再生処理具の接続部を流体導出口に接続し、位置
決め部により内視鏡の挿入部の先端部を位置決めした状態を示す図である。
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【図８】第１の実施形態の内視鏡再生処理具の第１の変形例を示す図である。
【図９】第１の実施形態の内視鏡再生処理具の第２の変形例を示す図である。
【図１０】第１の実施形態の内視鏡再生処理具の第３の変形例を示す図である。
【図１１】第２の実施形態の内視鏡再生処理具を示す図である。
【図１２】第３の実施形態の内視鏡再生処理具を上方から見た斜視図である。
【図１３】第３の実施形態の内視鏡再生処理具の断面図である。
【図１４】第３の実施形態の内視鏡再生処理具の変形例を示す図である。
【図１５】第４の実施形態の内視鏡再生処理具の断面図である。
【図１６】第５の実施形態の内視鏡再生処理具の断面図である。
【図１７】第５の実施形態の内視鏡再生処理具を用いて内視鏡の先端部に対して再生処理
を施す場合を示す断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下に、本発明の好ましい形態について図面を参照して説明する。なお、以下の説明に
用いる各図においては、各構成要素を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、構成
要素毎に縮尺を異ならせてあるものであり、本発明は、これらの図に記載された構成要素
の数量、構成要素の形状、構成要素の大きさの比率、および各構成要素の相対的な位置関
係のみに限定されるものではない。
【００１０】
　なお、以下の説明において、上方とは比較対象に対してより地面から遠ざかった位置の
ことを指し、下方とは比較対象に対してより地面に近づいた位置のことを指す。また、以
下の説明における高低とは、重力方向に沿った高さ関係を示すものとする。
【００１１】
（第１の実施形態）　
　以下に、本発明の実施形態の一例を説明する。図１から図３に示す本実施形態の内視鏡
再生処理具１は、内視鏡に対して再生処理を施す装置である内視鏡リプロセッサ２０と共
に用いられる。
【００１２】
　ここでいう再生処理とは特に限定されるものではなく、水によるすすぎ処理、有機物等
の汚れを落とす洗浄処理、所定の微生物を無効化する消毒処理、全ての微生物を排除もし
くは死滅させる滅菌処理、またはこれらの組み合わせ、のいずれであってもよい。
【００１３】
　図４に示すように、内視鏡リプロセッサ２０は、内視鏡３０を収容する処理槽２１を備
えている。内視鏡リプロセッサ２０は、処理槽２１内に洗浄液、消毒液、滅菌液、水、ま
たは乾燥液等の液体を導入する構成を有し、処理槽２１内に配置された内視鏡３０に対し
て再生処理を施す。処理槽２１は、上方に向かって開口しており、図４には示していない
が、処理槽２１の開口には、当該開口を開閉する蓋２３が設けられている。
【００１４】
　処理槽２１の底面２１ａには、流体導出口２２が配設されている。流体導出口２２は、
流体を処理槽２１内に重力方向に逆らう方向または重力方向と交差する方向に吐出する。
ここでいう重力方向に逆らう方向は、地面（水平面）から垂直に上方に向かう方向のみに
限定されず、地面から斜め上方に向かう方向も含まれる。すなわち、流体導出口２２は、
内視鏡リプロセッサ２０が備える図示しないポンプに接続されており、当該ポンプが動作
することにより、処理槽２１の底面２１ａから流体を吐出する。流体導出口２２から吐出
される流体とは、再生処理に用いる流体であり、洗浄液、消毒液、滅菌液、水、または乾
燥液等である。
【００１５】
　洗浄液としては特に限定されないが、例えば界面活性剤が挙げられる。消毒液または滅
菌液としては特に限定されないが、例えば過酢酸水溶液、グルタルアルデヒド水溶液、オ
ルトフタルアルデヒド水溶液、強酸性電解水、アルコール、または次亜塩素酸ナトリウム
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水溶液が挙げられる。乾燥液としては特に限定されないが、例えばアルコール、またはア
セトンが挙げられる。
【００１６】
　流体導出口２２は、本実施形態では一例として、洗浄ケースを着脱する洗浄ケース取り
付け口である。洗浄ケースとは、処理槽２１内において、内視鏡３０の付属品等の再生処
理を施したい部品を内部に収容する容器状の部材である。洗浄ケースが洗浄ケース取り付
け口である流体導出口２２に装着されている場合において、洗浄ケースには、流体導出口
２１から吐出される流体を内部に導く開口と、内部の流体を外部に導出する開口が設けら
れている。部品を収容した洗浄ケースを流体導出口２２に装着し、内視鏡３０に対する再
生処理を実行すれば、洗浄ケース内に流体が導入され、収容された部品に対する再生処理
が施される。洗浄ケースとしては、特に限定されないが、例えば、特願２０１６－０６５
７７１号の内視鏡付属品ケース６１が挙げられる。
【００１７】
　図３に示すように、本実施形態の流体導出口２２は、処理槽２１の底面２１ａから上方
に突出して設けられた、外形が円柱状のノズルである。流体導出口２２の外周面には、後
述する内視鏡再生処理具１の第１着脱部２ａが係合するフランジ２２ａが形成されている
。
【００１８】
　なお、流体導出口２２は、直接的に洗浄ケースが着脱される構成に限られるものではな
い。例えば、流体導出口２２は、流体を離れて配置された洗浄ケースの側面に向かって吐
出する小物洗浄ノズルを着脱可能な小物洗浄ノズル取り付け口であってもよい。
【００１９】
　また例えば、流体導出口２２は、流体を処理槽２１の上方に配置された蓋２３の内面に
向かって吐出する天面洗浄ノズルであってもよいし、流体導出口２２は、天面洗浄ノズル
が着脱可能な天面洗浄ノズル取り付け口であってもよい。
【００２０】
　内視鏡リプロセッサ２０の構成は公知であるため、詳細な説明は省略する。
【００２１】
　内視鏡再生処理具１は、接続部２、方向転換部３、吐出部４、および位置決め部５を備
える。
【００２２】
　本実施形態の内視鏡再生処理具１は一例として、処理槽２１の底面２１ａから突出する
流体導出口２２の上方に覆い被さるドーム状の本体部１ａを備える。すなわち、本体部１
ａの内部には空間が設けられている。
【００２３】
　接続部２は、内視鏡リプロセッサ２０の処理槽２１の底面２１ａに設けられた流体導出
口２２に接続される。接続部２は、処理槽２１内において内視鏡再生処理具１の後述する
方向転換部３と流体導出口２２とが連通する位置に、本体部１ａを保持する。したがって
、接続部２が流体導出口２２に接続されている場合には、流体導出口２２から吐出された
流体は、接続部２を通って方向転換部３に流れ込む。
【００２４】
　具体的に、本実施形態の接続部２は、本体部１ａの外表面に設けられた孔であり、処理
槽２１の底面２１ａから突出する流体導出口２２を内側に挿入可能である。そして本実施
形態の接続部２は、内周面から径方向内側に向かって突出する爪状の第１着脱部２ａを備
える。第１着脱部２ａの先端は、流体導出口２２の外周面から突出するフランジ２２ａの
外径よりも径方向内側に突出している。また、第１着脱部２ａは、接続部２内に所定の強
さ以上の力で流体導出口２２が挿入された場合には、弾性変形することによりフランジ２
２ａの通過を許容する。
【００２５】
　したがって、接続部２が上方から流体導出口２２に押し付けられた場合には、図６に示
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すように、フランジ２２ａは第１着脱部２ａを通過して第１着脱部２ａよりも上方となる
位置まで接続部２内に進出する。この図６に示す状態において接続部２を上方に持ち上げ
る力が加えられた場合には、第１着脱部２ａはフランジ２２ａと係合して反力を生じる。
よって、図６に示す状態においては、内視鏡再生処理具１は、接続部２によって、所定の
位置に保持される。
【００２６】
　また、図６に示す状態において接続部２を上方に持ち上げる力が所定の強さ以上となっ
た場合には、第１着脱部２ａは弾性変形してフランジ２２ａの通過を許容するため、接続
部２と流体導出口２２とが分離する。このように、接続部２は、内視鏡再生処理具１を流
体導出口２２に着脱可能とする構成を有する。なお、図示する実施形態では第１着脱部２
ａのフランジ２２ａと係合する面は平面であるが、この面には複数の突起や溝等の凹凸が
設けられていてもよい。接続部２が流体導出口２２に接続されている状態において、フラ
ンジ２２ａと係合する面に凹凸を設けることにより、第１着脱部２ａおよびフランジ２２
ａと再生処理に用いる流体との接触頻度を高めることができる。
【００２７】
　以下の説明では、本体部１ａの接続部２が開口する面を下面１ｂとする。下面１ｂは、
接続部２が流体導出口２２に接続されている状態において、下方を向く面である。なお、
図示する実施形態では本体部１ａの下面１ｂは平面であるが、下面には複数の突起や溝等
の凹凸が設けられていてもよい。接続部２が流体導出口２２に接続されている状態におい
て、処理槽２１の底面２１ａと対向する下面に凹凸を設けることにより、下面および底面
２１ａと、再生処理に用いる流体との接触頻度を高めることができる。
【００２８】
　方向転換部３は、接続部２が流体導出口２２に接続されている状態において、流体導出
口２２から吐出された流体の流動方向を重力方向と交差する方向に転換する。方向転換部
３は、前述のように本体部１ａ内に形成された空間であり、接続部２と連通している。ま
た、方向転換部３は、吐出部４に連通している。吐出部４は、接続部２が流体導出口２２
に接続されている状態において、方向転換部３により方向転換された流体を、重力方向と
交差する方向に吐出する。前述したとおり、流体導出口２２から吐出される流体の吐出方
向は、地面から垂直に上方に向かう方向に限定されず、地面から斜め上方に向かう方向も
含まれる。流体導出口２２から地面から斜め上方に向かう方向に流体が導出される場合、
方向転換部３は流体の流動方向を重力方向との成す角度がより小さくなる方向に近づける
。
【００２９】
　本実施形態の方向転換部３は、接続部２が流体導出口２２に接続されている場合におい
て接続部２の上方に配置され、流体導出口２２の上方に覆い被さる壁面を有する。図示す
る本実施形態の方向転換部３は、一端が接続部２に連通し、他端が閉じた筒形状である。
また、方向転換部３には、流体を処理槽２１の上方に配置された蓋２３の内面に向かって
吐出する天面洗浄孔３ａが設けられていてもよい。なお、方向転換部３の形状は本実施形
態に限られるものではなく、方向転換部３は、例えば球形状または半球形状、箱形状であ
ってもよいし、吐出部４に対向する斜面であってもよい。
【００３０】
　本実施形態の吐出部４は、方向転換部３の外表面から内部の空間まで貫通する複数の孔
４ｂを備える。本実施形態では一例として、吐出部４は、接続部２が流体導出口２２に接
続されている場合において、本体部１ａの側面となる箇所に設けられている。
【００３１】
　詳しくは後述するが、複数の孔４ｂは、重力方向に対して所定の角度で交差する線に沿
うように、吐出部４に形成されている。
【００３２】
　したがって、吐出部４は、接続部２が流体導出口２２に接続されている状態において、
流体導出口２２から吐出された流体を、方向転換部３の側面から重力方向と交差する方向
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に吐出する。なお、図示する本実施形態では、複数の孔４ｂは、方向転換部３の外表面か
ら内部の空間まで直線状に貫通する形状を有しているが、複数の孔４ｂは途中で屈曲する
形状であってもよいし、外表面から突出するノズル形状でもよい。また、吐出部４には複
数の孔の代わりにスリットが設けられていてもよいし、孔とスリットの双方が設けられて
いてもよい。
【００３３】
　複数の孔４ｂは、接続部２が流体導出口２２に接続されている場合において、略水平と
なる方向に配列されている。複数の孔４ｂの列は少なくとも一つであり、複数の孔４ｂの
列は上下方向に複数設けられていてもよい。図示する本実施形態では一例として、複数の
孔４ｂを水平方向に並べてなる列が上下方向に３つ設けられている。
【００３４】
　複数の孔４ｂの列を上下方向に複数設ける場合には、重力源から遠い列（より上方の列
）ほど流体の吐出方向と重力方向との交差角度θが小さくなるように、個々の孔４ｂの角
度を設定された列が２列以上含まれていることが好ましい。
【００３５】
　ここで、流体の吐出方向と重力方向との交差角度θとは、流体の吐出方向が水平である
場合に９０度であり、流体の吐出方向が水平よりも上方である場合に値が大きくなる。す
なわち、流体の吐出方向と重力方向との交差角度θは、流体の吐出方向が仰角である場合
には９０度より大きく、１８０度より小さい値となり、流体の吐出方向が俯角である場合
に９０度より小さく、０度より大きい値となる。
【００３６】
　このように、より上方の列ほど流体の吐出方向と重力方向との交差角度θが小さくなる
ように複数の孔４ｂの流体の吐出方向を設定することにより、図３に示す重力方向と平行
な平面において、個々の列から吐出される流体が他の列から吐出される流体と交差するよ
うに流れる。ただし、これらの列の間、列の上、または列の下に、下方の列よりも交差角
度θが小さな孔または上方の列よりも交差角度θが大きな孔を配置してもよい。例えば、
図３を例にした場合、図３の一番下に図示された孔４ｂの更に下に交差角度θが９０度の
孔を設けてもよい。これらの孔から吐出される流体は、内視鏡３０の挿入部３１の先端部
３２に設けられた凹部３３以外の部分、例えば先端部３２の外表面に向けて吐出される。
【００３７】
　位置決め部５は、接続部２が流体導出口２２に接続されている場合において、吐出部４
と、内視鏡３０の挿入部３１の先端部３２に設けられた凹部３３と、が対向するように先
端部３２を位置決めする。
【００３８】
　なお、内視鏡３０の挿入部３１の先端部３２に設けられた凹部３３とは、本実施形態で
は一例として、処置具揺動部が配設される凹部である。内視鏡リプロセッサ２０の処理槽
２１内において図５に示すように内視鏡３０の挿入部３２を巻回した場合に、凹部３３は
、重力方向と交差する方向に開口する。
【００３９】
　図５、図６および図７は、内視鏡再生処理具１の接続部２が流体導出口２２に接続され
ている状態を示しており、また位置決め部５により内視鏡３０の挿入部３１の先端部３２
が位置決めされている状態を示している。
【００４０】
　本実施形態の位置決め部５は、内視鏡３０の挿入部３１の先端部３２の周囲を囲む保持
部５ａと、保持部５ａ内に挿入された先端部３２が突き当たる突き当て部５ｂと、を有す
る。
【００４１】
　保持部５ａは、図６に示すように、挿入部３１の先端部３２を挿入方向から見た場合に
、先端部３２の周囲を囲む。ここで、先端部３２の挿入方向とは、細長の形状である挿入
部３１の長手方向のことである。
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【００４２】
　保持部５ａは、先端部３２の周囲を囲むことにより、接続部２が流体導出口２２に接続
されている場合における、先端部３２の吐出部４に対する上下方向の位置決めおよび先端
部３２の吐出部４からの水平方向への離間距離の位置決めを行う。また、この先端部３２
と吐出部４との離間距離は短いほうが好ましい。
【００４３】
　なお、図示する本実施形態では、保持部５ａは、接続部２が流体導出口２２に接続され
ている場合において水平となる軸に沿って穿設された貫通孔を備えており、当該貫通孔は
、先端部３２の外径よりも大きい内径を有している。本実施形態では、貫通孔内に先端部
３２を挿入することによって、吐出部４に対する先端部３２の上下方向および離間距離の
位置決めが成される。
【００４４】
　なお、図示する本実施形態では、保持部５ａは円形の貫通孔を備えているが、貫通孔は
例えば矩形状等の他の形状であってもよい。また、保持部５ａの形状は、本実施形態のよ
うに先端部３２の周囲全体を囲む形状に限られず、吐出部４に対する先端部３２の上下方
向および離間距離の位置決めが可能な形状であればよい。例えば、保持部５ａは、先端部
３２の上方および下方に配置される一対の棒状部材と、吐出部４との間に先端部３２を挟
むように配置された棒状部材とを備える形状であってもよい。また、保持部５ａは、Ｃ字
形状であってもよい。
【００４５】
　突き当て部５ｂは、保持部５ａの貫通孔内に先端部３２が所定の長さだけ挿入された場
合に先端部３２の端部に当接し、吐出部４に対する先端部３２の挿入方向の位置決めを行
う。
【００４６】
　なお、図示する本実施形態では、突き当て部５ｂは方向転換部３の外表面から突出する
突起であるが、突き当て部５ｂの形状は本実施形態に限られるものではなく、保持部５ａ
内に挿入される先端部３２と吐出部４との位置を規制する形状であればよい。例えば、突
き当て部５ｂは、保持部５ａから挿入方向に所定の距離に配置された網状の部材であって
もよい。
【００４７】
　以上に説明したように、内視鏡再生処理具１は、内視鏡リプロセッサ２０の処理槽２１
の底面２１ａに設けられた流体導出口２２に接続される接続部２と、前記流体導出口２２
から吐出された流体の流動方向を、重力方向に逆らう方向から重力方向と交差する方向に
転換する方向転換部３と、前記方向転換部３により方向転換された流体を重力方向と交差
する方向に吐出する吐出部４と、内視鏡３０の挿入部３１の先端部３２に設けられた凹部
３３を吐出部４に対向するように位置決めする位置決め部５と、を備える。
【００４８】
　流体導出口２２は、内視鏡リプロセッサ２０が再生処理を実行する際に、再生処理に用
いる流体を吐出する部位である。したがって、本実施形態の内視鏡再生処理具１を用いれ
ば、内視鏡リプロセッサ２０による再生処理の実行時において、内視鏡３０の挿入部３１
の先端部３２に設けられた凹部３３内に、再生処理に用いる流体を送り込むことができ、
凹部３３内に重点的に再生処理を施すことができる。
【００４９】
　また、本実施形態の内視鏡再生処理具１の吐出部４は、流体を吐出する複数の孔４ｂを
水平方向に並べてなる列を備える。すなわち、本実施形態の内視鏡再生処理具１は、流体
を吐出する複数の孔４ｂを、位置決め部５によって位置決めされた先端部３２の挿入方向
に沿う方向に配列している。内視鏡３０の挿入部３１の先端部３２に設けられた凹部３３
は、挿入方向を長手方向とした開口形状を有するが、本実施形態では、この凹部３３の長
手方向に沿って配列された複数の孔４ｂから流体を吐出するため、凹部３３内の全体に偏
りなく流体を送り込むことができる。



(9) JP 6219006 B1 2017.10.25

10

20

30

40

50

【００５０】
　また、本実施形態の内視鏡再生処理具１の吐出部４は、流体を吐出する複数の孔４ｂを
水平方向に並べてなる列を、上下方向に複数並べることにより構成されている。そして、
複数の孔４ｂの列は、重力源から遠い列であるほど流体の吐出方向と重力方向との交差角
度θが小さくなるように、個々の孔４ｂの角度が設定されている。内視鏡３０の使用環境
により挿入部３１にねじれ癖がつくこと等を原因として、内視鏡３０を処理槽２１内に配
置した場合における凹部３３が開口する位置には、先端部３２の長手軸周りの回転方向に
ばらつきが生じる。しかし、本実施形態の内視鏡再生処理具１であれば、上下方向に複数
並べた複数の孔４ｂの角度を異ならせることによって、凹部３３の開口方向が先端部３２
の長手軸周りの回転方向に変化したとしても、確実に凹部３３内に流体を送り込むことが
できる。
【００５１】
　なお、以上に説明した本実施形態の内視鏡再生処理具１は、流体導出口２２に接続され
る接続部２に、流体導出口２２と係合して流体導出口２２に対する内視鏡再生処理具１の
位置決めを行う構成である第１着脱部２ａが設けられているが、流体導出口２２に対する
内視鏡再生処理具１の位置決めを行う構成は、接続部２とは異なる箇所に設けられていて
もよい。
【００５２】
　図８に、内視鏡再生処理具１の第１の変形例を示す。本変形例の内視鏡再生処理具１は
、内視鏡リプロセッサ２０の処理槽２１の底面２１ａに設けられたコネクタ２５に着脱さ
れる第２着脱部２ｂを有する。本実施形態では一例として、第２着脱部２ｂは、コネクタ
２５に着脱可能である。
【００５３】
　コネクタ２５は、本実施形態では一例として、内視鏡リプロセッサ２０が有する水を流
すための水用管路内を消毒する際に、処理槽２１内に設けられた消毒液を吐出する消毒液
ノズルと水用管路とを接続するホースを接続する自己消毒用コネクタである。
【００５４】
　図４に示すように、コネクタ２５は、流体導出口２２と隣接して配置されている。また
、図８に示すように、コネクタ２５は、処理槽２１の底面２１ｂから上方に向かって突出
する円柱形状であり、外周部から径方向に突出するフランジ２５ａを有する。
【００５５】
　本変形例の第２着脱部２ｂは、方向転換部３の外表面から突出して設けられている。第
２着脱部２ｂは、コネクタ２５を内部に挿入可能な筒状部２ｂａと、コネクタ２５が筒状
部２ｂａ内に挿入された状態においてフランジ２５ａに係合する係止爪２ｂｂと、を有す
る。係止爪２ｂｂがフランジ２５ａに係合することによって、コネクタ２５に対する第２
着脱部２ｂの位置が固定される。そして、本変形例では、第２着脱部２ｂがコネクタ２５
に固定されることにより、内視鏡再生処理具１の接続部２が流体導出口２２に接続される
位置に位置決めされる。
【００５６】
　次に、図９に、内視鏡再生処理具１の第２の変形例を示す。本変形例の内視鏡再生処理
具１は、第３着脱部２ｃを有する。
【００５７】
　第３着脱部２ｃは、付勢部２ｃａを備える。付勢部２ｃａは、処理槽２１の上方に配置
される蓋２３の内面２３ａと、方向転換部３の外表面の上面との間に挟持される圧縮バネ
である。付勢部２ｃａは、蓋２３と方向転換部３との間に挟持されることにより、方向転
換部３および接続部２を処理槽２１の底面２１ａに押し付ける付勢力を発生する。本変形
例では、付勢部２ｃａが発生する付勢力により、内視鏡再生処理具１の接続部２が流体導
出口２２に接続される位置に位置決めされる。
【００５８】
　なお、付勢部２ｃａは、圧縮コイルバネの形態に限られるものではなく、板バネであっ
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てもよいし、またゴム等の弾性部材からなる形態であってもよい。
【００５９】
　次に、図１０に、内視鏡再生処理具１の第３の変形例を示す。本変形例の内視鏡再生処
理具１は、第４着脱部２ｄを有する。
【００６０】
　第４着脱部２ｄは、付勢部２ｄａを備える。付勢部２ｄａは、処理槽２１の底面２１ａ
の上方に配置される保持網２４と、方向転換部３の外表面の上面との間に挟持される圧縮
バネである。保持網２４は、処理槽２１内において、内視鏡３０を底面２１ａから上方に
離れた位置に保持する網状の部材である。
【００６１】
　付勢部２ｄａは、保持網２４と方向転換部３との間に挟持され、保持網２４や保持網２
４に保持される内視鏡３０の自重により、方向転換部３および接続部２を処理槽２１の底
面２１ａに押し付ける付勢力を発生する。本変形例では、付勢部２ｄａが発生する付勢力
により、内視鏡再生処理具１の接続部２が流体導出口２２に接続される位置に位置決めさ
れる。
【００６２】
　なお、付勢部２ｄａは、板バネの形態に限られるものではなく、圧縮コイルバネであっ
てもよいし、またゴム等の弾性部材からなる形態であってもよい。
【００６３】
（第２の実施形態）　
　以下に、本発明の第２の実施形態を説明する。以下では第１の実施形態との相違点のみ
を説明するものとし、第１の実施形態と同様の構成要素については同一の符号を付し、そ
の説明を適宜に省略する。図１１に、第２の実施形態の内視鏡再生処理具１を示す。
【００６４】
　第２の実施形態の内視鏡再生処理具１は、内視鏡リプロセッサ２０の処理槽２１の底面
２１ａに設けられ、重力方向と交差する方向に流体を吐出するノズル２７に装着される。
前記ノズル２７としては特に限定されないが、離れて配置された洗浄ケースの側面に向か
って流体を吐出する小物洗浄ノズルが挙げられる。小物洗浄ノズルと組み合わせて用いら
れる洗浄ケースは網状、格子状等の側面から流体を導入可能な形状になっていることが好
ましい。
【００６５】
　第２の実施形態の内視鏡再生処理具１は、ノズル２７に接続される接続部２と、内視鏡
３０の挿入部３１の先端部３２を位置決めする位置決め部５とを含む。さらに、第２の実
施形態の内視鏡再生処理具１は吐出部４を含むことが好ましい。
【００６６】
　第２の実施形態の内視鏡再生処理具１の接続部２、位置決め部５、および吐出部４は、
第１の実施形態の内視鏡再生処理具１と同様である。第２の実施形態の内視鏡再生処理具
は図１１に示すように、本体部１ａがノズル２７を覆う形状であってもよいし、ノズル２
７を露出させる形状であってもよい。
【００６７】
（第３の実施形態）　
　以下に、本発明の第３の実施形態を説明する。以下では第１の実施形態との相違点のみ
を説明するものとし、第１の実施形態と同様の構成要素については同一の符号を付し、そ
の説明を適宜に省略する。図１２および図１３に、第３の実施形態の内視鏡再生処理具１
を示す。
【００６８】
　本実施形態の内視鏡再生処理具１は、方向転換部３の外側に配置された反射部６を備え
る。反射部６は、吐出部４に設けられた複数の孔４ｂに対向する反射面６ａを含む。図１
３に示すように、反射部６は、位置決め部５によって位置決めされた内視鏡３０の挿入部
３１の先端部３２が、反射面６ａと複数の孔４ｂとの間に配置される位置に設けられてい
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る。なお、反射面６ａの形状は、図１３に示すように凹面状に限られるものではなく、平
面状であってもよい。
【００６９】
　内視鏡３０には、図１３に示すように、先端部３２に設けられた凹部３３が、先端部３
２を貫通する形態のものがある。本実施形態の内視鏡再生処理具１を用いて、先端部３２
に設けられた凹部３３が貫通孔である内視鏡３０に対して再生処理を施す場合、複数の孔
４ｂから吐出された流体は、凹部３３内を流れて反射部６の反射面６ａに当たり、先端部
３２の複数の孔４ｂとは反対側の外周面に沿って流れる。
【００７０】
　本実施形態の内視鏡再生処理具１によれば、複数の孔４ｂから吐出された後に凹部３３
内に流れ込んだ流体を内視鏡３０の先端部３２の外周面に沿って流すことができるため、
先端部３２の外周面に対しても重点的に再生処理を施すことができる。
【００７１】
　なお、図１４に示す本実施形態の変形例のように、反射面６ａには、細かい凹凸が設け
られていてもよい。本変形例のように反射面６ａに凹凸を設けることにより、複数の孔４
ｂから吐出された流体は、反射面６ａに当たることにより様々な方向に拡散するように流
れる。このため、本変形例の内視鏡再生処理具１によれば、複数の孔４ｂから吐出された
後に凹部３３内に流れ込んだ流体を、偏りなく内視鏡３０の先端部３２の外周面に沿って
流すことができる。
【００７２】
　なお、本実施形態の内視鏡再生処理具１は、図８に示す第１の実施形態の第１の変形例
のように、処理槽２１の底面２１ａに設けられたコネクタ２５に着脱される第２着脱部２
ｂを有していてもよい。また、本実施形態の内視鏡再生処理具１は、図９および図１０に
示す第１の実施形態の第２または第３の変形例のように、接続部２を処理槽２１の底面２
１ａに押し付ける付勢力を発生する第３着脱部２ｃまたは第４着脱部２ｄを有していても
よい。
【００７３】
　また、本実施形態の内視鏡再生処理具１は、図１１に示す第２の実施形態の内視鏡再生
処理具１のように、内視鏡リプロセッサ２０の処理槽２１の底面２１ａに設けられ、重力
方向と交差する方向に流体を吐出するノズル２７に装着される形態であってもよい。
【００７４】
（第４の実施形態）　
　以下に、本発明の第４の実施形態を説明する。以下では第１の実施形態との相違点のみ
を説明するものとし、第１の実施形態と同様の構成要素については同一の符号を付し、そ
の説明を適宜に省略する。
【００７５】
　図１５に、第４の実施形態の内視鏡再生処理具１を示す。第４の実施形態の内視鏡再生
処理具１は、方向転換部３の外表面から内部の空間まで貫通する貫通孔である出入口３ｂ
と、出入口３ｂを開閉する蓋７と、を備える。蓋７には、流体を処理槽２１の上方に配置
された蓋２３の内面に向かって吐出する天面洗浄孔７ａが設けられていてもよい。
【００７６】
　本実施形態の方向転換部３の内部空間は、内視鏡３０の１つ又は複数の付属品３４を収
容可能な容積を有しており、出入口３ｂは、付属品３４が通過可能な大きさを有している
。付属品３４の種類や数は特に限定されるものではない。図示する実施形態では一例とし
て、付属品３４は、内視鏡３０の先端部３２に着脱可能であり、先端部３２の一部を覆う
キャップである。なお、付属品３４は、内視鏡３０の先端部３２から取り外された処置具
起上台であってもよいし、内視鏡３０から取り外されたボタンであってもよい。
【００７７】
　本実施形態の内視鏡再生処理具１を用いて内視鏡３０の先端部３２に対して再生処理を
施す場合において、方向転換部３の内部空間内に１つ又は複数の付属品３４を収容してお
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けば、流体導出口２２から吐出される流体を用いて付属品３４にも再生処理を施すことが
可能となる。
【００７８】
　なお、本実施形態の内視鏡再生処理具１は、図８に示す第１の実施形態の第１の変形例
のように、処理槽２１の底面２１ａに設けられたコネクタ２５に着脱される第２着脱部２
ｂを有していてもよい。また、本実施形態の内視鏡再生処理具１は、図９および図１０に
示す第１の実施形態の第２または第３の変形例のように、接続部２を処理槽２１の底面２
１ａに押し付ける付勢力を発生する第３着脱部２ｃまたは第４着脱部２ｄを有していても
よい。
【００７９】
　また、本実施形態の内視鏡再生処理具１は、図１１に示す第２の実施形態の内視鏡再生
処理具１のように、内視鏡リプロセッサ２０の処理槽２１の底面２１ａに設けられ、重力
方向と交差する方向に流体を吐出するノズル２７に装着される形態であってもよい。
【００８０】
　また、本実施形態の内視鏡再生処理具１は、図１３に示す第３の実施形態の内視鏡再生
処理具１のように、吐出部４に設けられた複数の孔４ｂに対向する反射面６ａを備えてい
てもよい。
【００８１】
（第５の実施形態）　
　以下に、本発明の第５の実施形態を説明する。以下では第１の実施形態との相違点のみ
を説明するものとし、第１の実施形態と同様の構成要素については同一の符号を付し、そ
の説明を適宜に省略する。
【００８２】
　図１６に、第５の実施形態の内視鏡再生処理具１を示す。第５の実施形態の内視鏡再生
処理具１の吐出部４は、流体の吐出方向を重力方向に変更可能なノズル４ｃを備える。ノ
ズル４ｃは、方向転換部３の内部空間と連通しており、水平な軸周りに回動するように、
方向転換部３に取り付けられている。
【００８３】
　ノズル４ｃは、方向転換部３の外表面から突出している。ノズル４ｃの方向転換部３の
外表面から突出した先端部は、図１７に示すように、位置決め部５によって位置決めされ
た内視鏡３０の先端部３２に設けられた凹部３３内に挿入することが可能である。
【００８４】
　したがって、本実施形態の内視鏡再生処理具１を用いて内視鏡３０の先端部３２に対し
て再生処理を施す場合には、凹部３３の奥にまで再生処理に用いる流体を確実に流し込む
ことが可能である。
【００８５】
　また、本実施形態のノズル４ｃは、回動することにより流体の吐出方向を重力方向に変
更可能であることから、位置決め部５によって位置決めされた先端部３２の凹部３３の開
口方向が先端部３２の長軸周りの回転方向に変化したとしても、ノズル４ｃの向きを変え
ることによってノズル４ｃの先端部を凹部３３内に挿入することが可能である。
【００８６】
　なお、本実施形態の内視鏡再生処理具１は、図８に示す第１の実施形態の第１の変形例
のように、処理槽２１の底面２１ａに設けられたコネクタ２５に着脱される第２着脱部２
ｂを有していてもよい。また、本実施形態の内視鏡再生処理具１は、図９および図１０に
示す第１の実施形態の第２または第３の変形例のように、接続部２を処理槽２１の底面２
１ａに押し付ける付勢力を発生する第３着脱部２ｃまたは第４着脱部２ｄを有していても
よい。
【００８７】
　また、本実施形態の内視鏡再生処理具１は、図１１に示す第２の実施形態の内視鏡再生
処理具１のように、内視鏡リプロセッサ２０の処理槽２１の底面２１ａに設けられ、重力
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方向と交差する方向に流体を吐出するノズル２７に装着される形態であってもよい。
【００８８】
　また、本実施形態の内視鏡再生処理具１は、図１３に示す第３の実施形態の内視鏡再生
処理具１のように、吐出部４に設けられた複数の孔４ｂに対向する反射面６ａを備えてい
てもよい。
【００８９】
　また、本実施形態の内視鏡再生処理具１は、図１５に示す第４の実施形態の内視鏡再生
処理具１のように、方向転換部３の内部空間内に内視鏡３０の付属品３４を収容可能であ
ってもよい。
【００９０】
　本発明は、前述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲および明細書全体か
ら読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変
更を伴う内視鏡再生処理具もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
【００９１】
　本出願は、２０１６年４月２５日に日本国に出願された特願２０１６－８７１８１号を
優先権主張の基礎として出願するものであり、上記の開示内容は、本願明細書、請求の範
囲、図面に引用されたものとする。
【要約】
　内視鏡再生処理具は、内視鏡リプロセッサの処理槽の底面に設けられた流体導出口に接
続される接続部と、前記流体導出口から吐出された流体の流動方向を、重力方向に逆らう
方向から重力方向と交差する方向に転換する方向転換部と、前記方向転換部により方向転
換された流体を、重力方向と交差する方向に吐出する吐出部と、前記吐出部と内視鏡の先
端部に設けられた凹部とが対向するように前記先端部を位置決めする位置決め部と、を含
む。

【図１】 【図２】
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